
輸 出 国 事 前 調 査 について 

（中 華 人 民 共 和 国 ） 

                               

１．調 査 期 間 等  

（１）時 期 ：2010 年 4 月  

（２）内 容 ：中 国 における食 品 安 全 行 政 の制 度 調 査  

（３）対 象 ：国 家 質 量 監 督 検 験 検 疫 総 局 ､衛 生 部 、農 業 部  

（「総 局 」「部 」はそれぞれ日 本 の省 庁 に相 当 する組 織 ） 

 

２．調 査 結 果 （概 要 ） 

（１）中 国 政 府 の組 織 構 造 及 び所 掌 業 務  

①衛 生 行 政 部 門  (衛 生 部  Min is t ry  o f  Hea l th  :MOH)  

主 業 務 は中 国 国 内 の医 療 等 を所 掌 する機 関 であり、直 属 機 関 として医

科 大 学 を有 している。 

食 品 安 全 分 野 としては、当 組 織 は食 品 安 全 に関 係 する複 数 省 庁 間 に

またがる業 務 の調 整 、食 品 安 全 上 の重 大 事 故 の調 査 ・行 政 処 分 を担 当

する。 

また、食 品 安 全 国 家 基 準 の制 定 、食 品 危 害 に対 するモニタリング計 画

の実 施 、食 品 安 全 検 査 機 関 資 格 認 定 及 び検 査 規 範 の制 定 、食 品 安 全

情 報 の公 開 、重 大 事 件 の調 査 ・分 析 を行 い、安 全 情 報 の統 一 した公 表 、

新 規 食 品 や食 品 原 料 、食 品 添 加 物 の認 証 をおこなっている。 

更 に地 方 政 府 、各 関 係 部 門 の業 務 状 況 の評 価 等 を担 当 している。 

    

 ②品 質 監 督 部 門 （国 家 質 量 監 督 検 験 検 疫 総 局  Genera l  Admin i s t ra t ion  

o f  Qua l i ty  Superv is ion ,  I nspect ion  and Quarant ine  :AQSIQ） 

国 家 質 量 監 督 検 験 検 疫 総 局 は、国 内 で販 売 または輸 出 入 される食 品

の品 質 や安 全 性 を検 査 し認 証 する機 関 で、輸 出 入 される動 植 物 の検 疫 も

担 当 している。 

同 総 局 が 監 督 権 を 有 す る 国 家 認 証 認 可 監 督 監 視 委 員 会 （ 国 家 認 証

認 可 監 督 管 理 局 ) と 国 家 標 準 化 管 理 委 員 会 （ 標 準 化 管 理 局 ） に は 世 界

貿 易 機 関 （WTO）の「貿 易 の技 術 的 な障 害 」（TBT）と「衛 生 と植 物 防 疫 の

ための措 置 」（SPS）に対 応 する窓 口 が設 置 されている。 

生 産 加 工 段 階 の食 品 、食 品 添 加 物 、食 品 関 連 製 品 の品 質 安 全 管 理

及 び輸 出 入 に対 する監 視 ･検 査 業 務 を担 当 している。 



具 体 的 には輸 出 入 食 品 に対 しては、同 総 局 の内 部 組 織 である輸 出 入

食 品 安 全 局 が、国 内 流 通 食 品 に対 しては食 品 生 産 監 管 司 が、更 におもち

ゃは検 験 監 管 司 がそれぞれ担 当 して規 制 をおこなっている。 

なお、輸 出 入 食 品 安 全 局 の６処 （「処 」は「課 」に相 当 ）の業 務 は以 下 の

通 りである。 

1)  総 合 業 務 処 （本 局 の輸 出 入 食 品 業 務 の総 括 担 当 ） 

2)  食 品 安 全 一 処 ( 南 北 ア メ リ カ と の 交 渉 担 当 。 動 物 疾 病 、 及 び 食 肉 、

卵 、油 脂 、蜂 蜜 等 及 び動 物 用 医 薬 品 を所 掌 。) 

3)  食 品 安 全 二 処 (アジア地 域 との交 渉 担 当 。植 物 疫 病 、及 び植 物 由 来

食 品 及 び残 留 農 薬 、医 薬 品 、遺 伝 子 組 み換 えを所 掌 。） 

4 )  食 品 安 全 三 処 （オセアニア、アフリカ地 域 との交 渉 を担 当 。加 工 食 品 を

所 掌 。） 

5)  食 品 安 全 四 処 （ 欧 州 地 域 と の 交 渉 を 担 当 。 輸 出 入 食 品 の 登 録 及 び

動 物 ･水 産 由 来 食 品 を所 掌 。） 

6)  危 険 予 備 警 告 処 （対 日 輸 出 入 食 品 、輸 出 入 食 品 に対 するリスク早 期

警 報 、試 験 検 査 室 を所 掌 。） 

輸 出 入 食 品 に対 する検 査 は、質 検 総 局 の直 轄 組 織 で中 国 全 省 にある

出 入 境 検 験 検 疫 局 （通 称 ＣＩＱ）及 び地 方 政 府 に存 在 する省 級 農 業 行 政

主 管 部 門 が 実 施 し て い る 。 直 属 Ｃ Ｉ Ｑ は 35 、 省 級 地 方 質 量 技 術 監 督 局

31、検 査 検 疫 分 支 局 282、事 務 所 281、検 査 検 疫 担 当 職 員 は合 計 約 ３

万 ５千 人 （うち､輸 出 入 動 物 及 び動 物 由 来 食 品 の検 査 検 疫 、輸 出 食 品 製

造 業 の監 視 に従 事 する者 は 6～7,000 名 、専 属 獣 医 師 は約 2,700 名 ）が

従 事 している。省 にある組 織 は、特 に輸 出 食 品 の盛 んな山 東 省 は 17 県 に

それぞれ１～３箇 所 の検 験 検 疫 局 、５県 （空 港 、港 、保 税 区 ）には外 事 弁

公 室 （輸 出 入 食 品 窓 口 ）を配 している（平 成 22 年 ４月 現 在 ）。  

なお、国 内 に 流 通 する全 て の加 工 食 品 に 対 し ては、製 品 ごとに 認 証 認

定 制 度 に基 づき「ＱＳマークの登 録 と表 示 」をすることが義 務 付 けられてお

り､当 該 組 織 において監 視 をおこなっている。 

 

③工 商 行 政 管 理 部 門  (国 家 工 商 行 政 管 理 総 局  State  Admin is t ra t ion  fo r  

Industry  and  Commerce :SA IC）  

食 品 の流 通 段 階 における安 全 に関 する以 下 の６業 務 を担 当 している。 

1)  不 当 競 争 法 、模 倣 品 の取 り締 まり 

2)  品 質 安 全 監 視  

3)  企 業 登 記 ・商 品 流 通 ・広 告 管 理 等 の法 律 法 規 に基 づき、食 品 取 扱 い

者 に対 する監 視  



4)  食 品 取 り扱 いの資 格 許 可 、市 場 巡 回 調 査 、品 質 モニタリング 

5)  条 件 を満 たさない食 品 の市 場 からの撤 去 及 び違 法 営 業 の取 り締 まり 

6)  販 売 食 品 の合 格 証 明 書 検 査 、販 売 台 帳 等 の書 類 審 査  

  

④ 国 家 食 品 薬 品 監 督 管 理 部 門 ( 国 家 食 品 薬 品 監 督 管 理 局  State  Food  

and  Drug  Admin is t ra t ion  :SFDA)     

衛 生 部 が管 理 する国 家 局 であり、食 品 安 全 については飲 食 店 ､食 堂 等

に対 する施 設 の衛 生 の監 視 、許 認 可 等 、消 費 段 階 における食 品 安 全 監

視 業 務 を担 当 し、違 法 行 為 や重 大 事 故 の調 査 や処 理 をおこなっている。 

また、健 康 食 品 に対 して一 元 的 な監 視 をおこなっている。 

 

⑤農 業 行 政 部 門 （農 業 部  Min is t ry  o f  Agr icu l tu re  :MOA）  

食 品 安 全 については農 産 物 質 量 安 全 法 に基 づき、農 業 部 が農 産 物 の

生 産 段 階 及 び市 場 で販 売 される農 産 物 に対 する監 視 ・検 査 を担 当 してい

る。 

農 業 部 は 「 農 薬 検 定 所 」 、 「 中 国 動 物 用 医 薬 品 監 察 所 」 を 直 轄 し 、 農

水 畜 産 物 の栽 培 、 養 殖 、飼 育 過 程 に おける食 品 安 全 に 関 わる業 務 を担

当 している。 

  

上 記 以 外 に､商 務 部  Min is t ry  o f  Commerce :MOFCOM（食 品 貿 易 の

促 進 、 豚 と 畜 場 の 監 視 ） 、 工 業 ・ 信 息 部  Min is t ry  o f  I ndustry  and  

In fo rmat ion  Techno logy  :M I IT（食 品 製 造 施 設 に対 する監 視 ）、科 学 技 術

部  Min is t ry  o f  Sc ience and Techno logy :MOST（食 品 安 全 に係 わる技 術

革 新 ）、業 界 協 会 （例 ：食 品 輸 出 振 興 のための土 畜 商 会 ）等 がある。 

ま た 、 食 品 生 産 に 係 わ る 環 境 問 題 は 、 環 境 保 護 部   Min is t ry  o f  

Env i ronmenta l  Protect ion  :ZHB が担 当 している。 

更 に公 安 部  Min is t ry  o f  Pub l ic  Secur i ty  :MPS は、食 品 に関 与 する犯

罪 性 が疑 われる事 件 が発 生 した場 合 には、捜 査 という形 で関 わりを持 つ。 

 

上 記 のように食 品 安 全 に係 わる監 視 業 務 については、それぞれの工 程

毎 に別 の省 庁 が独 立 して所 掌 しているため、省 庁 間 の連 携 を図 ること。ま

た国 家 全 体 としての指 揮 系 統 を構 築 することを目 的 として、以 下 の⑥、⑦

の組 織 が設 けられた。 

更 にリスク評 価 を専 門 に行 うための組 織 ⑧が設 置 されている。 

 

 



⑥食 品 安 全 委 員 会    

国 務 院 内 の専 門 委 員 会 の 一 つで、メン バーは 国 家 トップ レ ベルの 責 任

者 で、主 任 ､２名 の副 主 任 にはそれぞれ国 務 院 副 総 理 が任 命 され、委 員 と

し て 発 展 改 革 委 員 会 、 科 学 技 術 部 、 工 業 情 報 化 部 、 公 安 部 、 財 政 部 、

環 境 保 護 部 、農 業 部 、商 務 部 、衛 生 部 、工 商 総 局 、質 量 監 督 検 験 検 疫

総 局 、 食 糧 局 、 食 品 薬 品 監 督 管 理 局 等 の そ れ ぞ れ の 部 長 、 副 部 長 級

（日 本 の大 臣 、副 大 臣 に相 当 ）で構 成 されている。食 品 安 全 に関 するハイ

レベル議 事 協 調 機 関 として 2010 年 ２月 に発 足 した。 

また委 員 会 の日 常 業 務 を具 体 的 に実 施 するための事 務 組 織 として、国

務 院 食 品 安 全 委 員 会 弁 公 室 （事 務 局 ）が衛 生 部 内 に設 立 されている。 

食 品 安 全 委 員 会 は、食 品 安 全 に係 わる重 大 な問 題 が発 生 した場 合 、

安 全 情 勢 を分 析 し、食 品 安 全 の計 画 研 究 ・計 画 作 り及 び協 調 ・指 導 を行

うこと。食 品 安 全 監 視 に関 する重 大 政 策 措 置 を提 出 することとされている。

更 に食 品 安 全 管 理 を遂 行 するため、各 省 庁 を横 断 的 に機 能 させるための

強 い命 令 指 揮 権 を有 している。 

    

⑦全 国 食 品 安 全 整 頓 工 作 弁 公 室   

2009 年 ２月 に食 品 安 全 法 が、同 年 ６月 に同 法 実 施 条 例 が施 行 された

後 、同 年 ７月 に「全 国 食 品 安 全 整 頓 工 作 弁 公 室 」が国 務 院 に設 けられた

（事 務 局 は衛 生 部 内 ）。 

組 織 は衛 生 部 長 をリーダーとし、衛 生 部 、農 業 部 、工 商 部 、質 検 総 局 、

食 品 薬 品 局 の各 副 局 長 が副 リーダー、党 中 央 宣 伝 部 、国 家 発 展 改 革 委

員 会 、工 業 ・信 息 部 、公 安 部 、党 中 央 紀 律 委 員 会 糾 風 室 、財 政 部 、商 務

部 、 海 関 総 署 、 国 務 院 法 制 事 務 所 、 国 務 院 新 聞 弁 公 室 等 の 関 係 部 門

の担 当 者 により構 成 されている。 

職 責 は各 部 門 、各 地 域 が食 品 安 全 に関 する責 務 を明 確 に実 施 するこ

とを評 価 、調 整 、督 促 すること。また、食 品 安 全 に関 する情 報 収 集 と情 報

公 開 、クレーム処 理 等 を担 当 している。 

 

⑧食 品 安 全 国 家 標 準 審 評 委 員 会   

リスク評 価 を行 う機 関 として 2010 年 １月 20 日 設 立 された（衛 生 部 内 に

設 置 されたものの、独 立 組 織 である。）。当 委 員 会 は 10 の専 門 部 会 「加 工

食 品 、 微 生 物 、 生 産 経 営 規 範 、 特 殊 栄 養 等 の 食 品 、 検 査 方 法 と 規 則 、

汚 染 物 、 食 品 添 加 物 、 関 連 製 品 、 残 留 農 薬 、 残 留 動 物 性 医 薬 品 」 から

構 成 されている。また委 員 会 メンバーは食 品 安 全 に関 係 ある 20 部 門 の各

分 野 における専 門 家 から構 成 されている。 



 

（２）地 方 組 織 について  

上 述 した①～⑤までの部 門 のうち直 属 の地 方 組 織 を持 つのは、国 家 質 量

監 督 検 験 検 疫 総 局 だけである。 

その他 の部 門 は地 方 政 府 にそれぞれ独 立 した行 政 組 織 が存 在 している。 

国 は統 括 業 務 をおこない、地 方 行 政 組 織 を管 理 する立 場 にある。また、地

方 組 織 はそれぞれが自 らの所 掌 する範 囲 の業 務 を担 当 している。 

  

（３）食 品 安 全 に関 わる主 な法 律  

①農 産 品 質 量 安 全 法   

2006 年 11 月 に中 国 主 席 令 第 49 号 として施 行 された「中 国 農 産 品 質

量 安 全 法 」は農 産 物 に対 する食 品 安 全 法 規 である。 

農 産 品 の品 質 の安 全 、公 衆 の健 康 維 持 、農 業 ・農 村 の経 済 発 展 のた

めに本 法 を定 めており、同 法 は農 業 部 が主 管 している。 

な お、 食 品 安 全 法 に おい て は「 食 用 に 供 する 農 業 に よ りも た ら さ れ た 食

用 農 産 品 の品 質 安 全 管 理 に ついては『 農 産 品 質 量 安 全 法 』の規 定 を遵

守 しなければならない。 

但 し、食 用 農 産 品 に対 する品 質 安 全 規 準 を制 定 し、かつ安 全 に関 わる

情 報 公 開 をする場 合 は、食 品 安 全 法 の関 係 規 定 を遵 守 しなければならな

い」と規 定 している。 

 

②食 品 安 全 法  

平 成 21 年 に制 定 された 10 章 104 条 で構 成 されている食 品 安 全 法 は、

1995 年 に施 行 された従 来 の食 品 衛 生 法 に置 き換 えられた。 

旧 法 と比 較 すると、食 品 に携 わるそれぞれの部 門 「企 業 、業 界 、政 府 、

社 会 」 に 対 し 、 そ れ ぞ れが 負 う 責 務 を 明 確 に し た こ と 、 多 岐 に 渡 る 行 政 機

関 の、それぞれの職 分 域 を明 確 にしたこと、更 に、検 査 の充 実 や事 故 発 生

時 の回 収 処 理 や原 因 究 明 、消 費 者 保 護 、情 報 公 開 の実 施 を明 確 にした

ことがあげられる。 

なお、法 には、それぞれの条 文 ごとに、担 当 する部 門 名 が併 記 されてい

る。 

 

３．参 考 法 令 、及 び組 織 （URL リンク） 

・  食 品 安 全 法                    

h t tp ://www.moh .gov .cn/pub l ic f i l es/bus iness/htm l f i l es/mohzcfgs/s

3576/200909/42685 .h tm 



・  食 品 安 全 法 実 施 条 例  

http ://www.gov .cn/ f l f g/2009-07/24/content _1373678 .h tm 

・  輸 出 入 動 植 物 検 疫 法  

http ://www.aqs iq . gov .cn/zwgk/f l gz/xgf l f g/200711/t20071112_5341

9 .htm 

・  輸 出 入 食 品 安 全 管 理 弁 法  

http ://www.aqs iq . gov .cn/zwgk/ j l gg/z j l /2011/201109/t20110928_19

9336 .h tm 

・  輸 出 入 商 品 検 査 法  

http ://www.aqs iq . gov .cn/zwgk/f l gz/xgf l f g/200711/t20071112_5338

1 .htm 

・  農 産 物 質 量 安 全 法  

http ://www.gov .cn/ j rzg/2006-04/29/content _271165 .h tm 

・  農 産 物 品 質 安 全 法  

http ://www.gov .cn/ j rzg/2006-04/29/content _271165 .h tm 

・  乳 品 質 量 安 全 監 督 管 理 条 例  

http ://www.gov .cn/zwgk/2008-10/10/content _1116657 .h tm 

・  水 産 養 殖 品 質 安 全 管 理 規 定  

http ://www.gov .cn/gongbao/content/2004/content _62952 .h tm 

・  動 物 用 医 薬 品 管 理 条 例  

http ://www.b j tzh . gov .cn/por ta l/zx fw/xgfv/web in fo/2008/04/12079   

69880997923 .h tm 

・  飼 料 及 び飼 料 添 加 物 管 理 条 例  

http ://www.gov .cn/zwgk/2011-11/15/content _1993711 .h tm 

・  豚 と殺 管 理 条 例 実 施 規 則  

http ://www.gov .cn/ f l f g/2008-08/04/content _1063909 .h tm 

 

 

                                     以  上  


